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1 参考見積書
下請等の取引先からの見積に基づき単価を算出した場合、取引先からの見積書
の写しを添付することとなっていますが、受注後に見積を徴収した会社と契約する
ことを義務付けられるものではないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

そのとおりお考えください。
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